
河川整備事業について（要旨）

平成２３年８月２５日

兵 庫 県

上下流部に比べて

流下能力が低い区間
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整備計画の
目標流量

流 下 能 力 は ・・・

★ 下流部築堤区間は、昭和62年から目標流量2,600m3/sで改修してきました。
★ 平成16年台風23号時には、2,900m3/sの流量があり、流下能力を超えた区間がありました。
★ 下流部築堤区間（特に臨港線～ＪＲ東海道線付近）の改修は、喫緊の課題となっています。
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河川整備計画において目標とする流量とその配分

2,720 /ｓ現在

3,480 /ｓ今回

4,610 /ｓ将来

分担量

現在 2,500 /ｓ

河道対策

将来 3,700 /ｓ

今回 3,200 /ｓ

現在 0 /ｓ

分担量

将来 80 /ｓ

今回 30 /ｓ

※表示流量は、全て甲武橋基準点での流量です

将来

今回

現在

河川整備基本方針の目標流量

河川整備計画の目標流量（戦後最大と同規模洪水）

現在の施設能力

洪水の規模

将来 4,690 /ｓ

今回 3,510 /ｓ

現在 2,720 /ｓ

洪水調節施設

将来 910 /ｓ

今回 280 /ｓ

現在 220 /ｓ

・整備途上段階での
　施設能力を上回る洪水

・計画規模を上回る洪水

洪水の規模

現在 0 /ｓ

分担量

将来 80 /ｓ

今回 30 /ｓ

洪水に対する安全度のさらなる向上

今回の河川整備計画では、千苅ダムの治水活用や武庫川峡谷での新規ダム建設以外の、早期実現可能な対策で戦後最大洪水
に対応することを整備目標に、河床掘削や堤防強化等に取り組むこととしました。しかしながら、近年、集中豪雨が多発し
ている現状を踏まえると、さらなる洪水に対応する安全度の向上が必要です。したがって、千苅ダムの治水活用や武庫川峡
谷での新規ダム建設等について、その必要性・実現可能性の検討を継続し、具体的な方向性が定まった場合には、計画上の
取り扱いについて検討します。

河川整備の将来的な目標流量は、河川整備基本方
針で定めています。この目標の達成には、長い年
月が必要なため、河川整備計画を策定して段階的
に安全性を向上させます。

平成23年 武庫川水系河川整備計画

段階的に安全性の向上を図るイメージ

戦後最大洪水に対応

3,510 /ｓ

今回

現在の整備水準

2,720 /ｓ

現在

河川整備の将来的な目標流量

4,690 /ｓ

将来
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河川対策（河道掘削）

＜西宮市側＞流路の拡幅によって狭くなる河川敷（イメージ図）

河川対策（河道掘削）

＜尼崎市側＞流路の拡幅によって狭くなる河川敷（イメージ図）
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河川対策（堤防強化）

堤防河川

平常時
堤防にしみ込んだ水の水面

堤防内の水位が堤防
の裏法尻に到達

増水時

堤防の裏法面の末端部が
崩壊

洪水ピーク

洪水ピーク

堤防の裏法面の滑り破壊

堤防の決壊、越流

洪水ピーク

水路

ドレーン設置

堤防内の水位を下げ、速やかに排水

ドレーン

ドレーン部

吸出防止材(フィルター)

（ドレーン工法）
対策工法の一例

「治水上支障となる樹木の伐採」などが必要となります。

公園貯留

校庭貯留

計画的に推進する対策

水田貯留

その他可能なものから実施する対策

各戸貯留 道路側溝の浸透化

ため池貯留

現在のため池 池底の掘削等
⇒容量を確保

池底掘削

洪水を貯留

森林の整備・保全 防災調整池の設置指導

流 域 対 策
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水害リスクの認識向上
知る 守る

・情報提供体制の充実
・水防体制の強化

備える
・水害に備えるまちづくり
・水害からの復旧の備え

的確な避難のための啓発
逃げる

分電盤

室外機コンセント

給湯機
非常用
電気設備

洪水ハザードマップ

減 災 対 策

環境の「２つの原則」

河川工事を行う際には、環境の「２つの原則」を適用し、生物多様性の向上に努めます。

とは
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河床掘削にあわせて撤去をする潮止堰

潮止堰撤去等に伴う汽水域の拡大による環境改善

２
号
床
止
撤
去

ま
た
は
改
築

潮止堰撤去に伴う汽水域の拡大

朔望平均満潮位O.P.+2.1m

朔望平均干潮位O.P.+0.5m

１号床止上流約200m

国道２号上流約200m

※汽水域：海水と真水が混ざり合う区域を云います

河口部における干潟の創出

干潟を活用した魅力ある水辺とふれあいの場の創造

必要に応じて、水制工等を設置する
ことにより土砂堆積を促し、干潟を
創出

大潮の時期に武庫川河口部に出現する干潟
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全 体 ス ケ ジ ュ ー ル

前半 後半

①下流部築堤区間（河口～ＪＲ東海道線橋梁手前）

低水路拡幅

高水敷掘削

河床掘削

②下流部掘込区間（仁川合流点～名塩川合流点）
浸水対策（護岸整備、ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ等）

③中上流部及び支川
河道拡幅、河床掘削、溢水対策（ﾊﾟﾗﾍﾟｯﾄ等）

④下流部築堤区間の堤防強化（臨港線～仁川合流点）
計画高水位以下の洪水に対する浸透対策、浸食対策

⑤新規遊水地の整備
武庫川上流浄化センター内の用地の一部を転用し整備

⑥青野ダムの活用
予備放流による洪水調節容量を現在よりも40万m3拡大

⑦学校、公園、ため池を利用した貯留施設等を整備

⑧付加的な流出抑制効果が期待できる様々な流出抑制策の推進

洪水調節
施設の整備

河道対策
河
川
対
策

内　　　　　　　　　　　容
工程（20年）

⑨４項目を柱として推進する

流域対策

減災対策

項　　目

（４）水害に備えるまちづくりと水害からの復旧の備え（備える）

（３）的確な避難のための啓発（逃げる）

（２）情報提供体制の充実と水防体制の強化（守る）

（１）水害リスクに対する認識の向上（知る）

（１）地元説明

①尼崎市・西宮市の社会福祉協議会等の各種団体本部役員、

支部代表等への事業説明（主に５～６月）

②尼崎市・西宮市支所単位で各種団体支部役員等へ事業説明（６～８月）

③尼崎市・西宮市の武庫川沿川住民、事業者への説明（９月）

④希望自治会等への出前講座（７月～）

※③，④は県、市の広報誌、県ホームページ、河川敷の立て看板等で案内

（２）調査設計（７月～）

①測量（平面図、縦断図、横断図作成）

②設計（河道、護岸、橋梁）

③調査（樹木、地下水 等）

（３）工事

堤防強化（１１月～）

兵庫県阪神南県民局 西宮土木事務所 武庫川対策室 武庫川事業課

當舎（とうしゃ） 堀江 電話番号：０７９８－３９－６１４５
連絡先

今年度（平成２３年度）の予定

7



武庫川下流部の自然環境（要旨）

（「２つの原則」の適用）

平成23年８月25日

兵庫県

Ⅰ 「２つの原則」とは

河川整備の際には、武庫川水系に生息・
生育する生物及びその生活環境の持続に関
する２つの原則を踏まえ、河川環境の整備と
保全が適切に行われるよう、専門家や地域
住民と連携しながら武庫川の川づくりを推進
する。

武庫川水系河川整備基本方針（H21.3）
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Ⅰ 「２つの原則」とは

【原則１】 流域内で種の絶滅を招かない

・武庫川水系に暮らす種が、将来的にも武庫川水系で持続的に生息・生育

しうることを目標とする。

【原則２】 流域内に残る優れた「生物の生活空間」の

総量を維持する

・武庫川において生物の生活空間として優れていると判断された場所を、

治水事業後も、その質と量の両面で確保することを目標とする。

Ⅱ 「２つの原則」の適用

【配慮を検討すべき「生物の
　生活空間」の適用フロー】

【原則１の適用フロー】 【原則２の適用フロー】

河川整備計画（案）への位置づけ

河川事業計画案

優れた「生物の生活空
間」を複数の視点から
設定のうえ、その範囲
を特定し、総量を評価

武庫川水系の生物の生活環境と生息・生育状況を把握

配慮を検討すべき「生
物の生活空間」を複数
の視点から設定し、そ
の範囲を特定

着目すべき生物の種を
抽出し、分布域を把握

河川事業計画案により
影響を受ける種を評価

河川事業計画案により
受ける影響量を算定

種の絶滅を招かないた
めの方策を検討

優れた「生物の生活空
間」の総量を維持する
ための方策を検討

河川事業計画案を踏ま
えて、配慮を検討すべ
き「生物の生活空間」
を改善するための方策
を検討

現
在
の
河
川
環
境

事
業
に
よ
る
影
響
と

保
全
・
再
生
方
策
等
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Ⅳ 事業による影響と保全・再生方策等

①下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下流）

低水路には護岸設置

潮止堰下流の汽水域では
、浅瀬や水際の植生は皆
無

汽水域の生物相は他水系
と比較して著しく貧弱

かつて存在していた干潟は
消失

【区間の現状】

Ⅳ 事業による影響と保全・再生方策等
①下流部築堤区間

【事業計画】

河川敷の掘り下げ

川底の掘り下げ

低水路幅の拡大 など

区間長：5.0km
（河口～JR東海道線橋梁下流）

国道43号下流
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Ⅳ 事業による影響と保全・再生方策等

①下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下流）

【現在の河川環境】

魚類：チチブ、ウキゴリ等（４種）
底生動物：カワゴカイ、ヤマトシジミ等（４種）

爬虫類：ニホンスッポン（１種）
鳥類：イカルチドリ、イソシギ等（１0種）

原則２ 7-1 重要な種の生息の核となる場所（８ユニット）

2-1 海と川の連続性を確保すべき場所

2-2 川の連続性を確保すべき場所

3-1 コンクリート護岸の割合が多い場所

4-1 外来植物群落が侵入している場所

4-2 外来性魚類が侵入している場所

原則１

配慮を検討す
べき「生物の生
活空間」

Ⅳ 事業による影響と保全・再生方策等

①下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下流）

【保全・再生方策】

目標：汽水域の拡大と干潟の創出

魚類等の移動の連続性確保

干潟の創出

など

武庫川で捕獲されたアユ
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Ⅳ 事業による影響と保全・再生方策等

①下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下流）

【保全・再生方策】魚類等の移動の連続性確保

＊２号床止を撤去した場合

川底の掘り下げ

Ⅳ 事業による影響と保全・再生方策等

①下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下流）

【保全・再生方策】干潟の創出

必要に応じて水制工等を設
置することにより、土砂の
堆積を促し、干潟を創出。
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Ⅳ 事業による影響と保全・再生方策等

①下流部築堤区間（河口～JR東海道線橋梁下流）

【区間の総合評価】

汽水域の拡大や干潟の創出により、自然環境は
向上し、「２つの原則」を守ることができる。

この区間の持つ課題についても、移動の連続性確
保や生息場所の創出により改善される。

原 則 １

【向上】

原 則 ２

【向上】

配慮すべき

【向上】
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